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特定事業所集中減算についての手引き 

 

１．特定事業所集中減算とは 

居宅介護支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、下記対象サービス（以下「訪

問介護サービス等」という。）が位置付けられた居宅サービス計画について、正当な理由なく、最もその紹介

件数の多い法人（以下「紹介率最高法人」という）の割合が８０％を超えている場合、所定単位数から１月

につき２００単位が減算されます。減算は各判定期間に対応する減算適用期間中、すべての居宅サービス計

画に関わる居宅介護支援費に適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計算方法について 

事業所ごとに、訪問介護サービス等につき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が８０％

を超えた場合に減算されます。 

当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数 

※介護予防サービス計画及びみなし 2号の方は、本減算の算定には含みません。 

正当な理由の範囲 

①居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に５事業所未満

である場合などサービス事業所が少数である場合 

（例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として１０事業所が所在する地域の場合は、訪問介護につ

いて紹介率最高法人を位置づけた割合が８０％を超えても減算は適用されないが、通所介護について８０％を超え

た場合には減算が適用される。 

（例）訪問介護事業所として４事業所、通所介護事業所として４事業所が所在する地域の場合は、訪問介護及び通

所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が８０％を超えた場合でも減算は適用されない。 

 

②特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合 

 

③判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下であるなど事業所が小規模である場合 

 

④判定期間の１月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が１月当たり

平均１０件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合 

（例）訪問介護が位置付けられた計画件数が１月当たり平均５件、通所介護が位置付けられた計画件数が１月当た

り平均２０件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が８０％を超えても減算は適用されな

いが、通所介護について８０％を超えた場合には減算が適用される。 

 

⑤サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められ

る場合 

（例）利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、

地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。 

※単なる利用者や家族の希望のみによるものは、正当な理由とは認められません。 

 

⑥その他正当な理由と豊中市長が認めた場合 

（例）支援が困難な要援護者を適切なサービスにつなげるため地域包括支援センターから依頼された事例 

（例）災害などで受け入れ事業所が限られていた場合 

※単なる利用者や家族の希望のみによるものは、正当な理由とは認められません。 

対象サービス 

訪問介護 

通所介護 

福祉用具貸与 

地域密着型通所介護 
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※「通所介護」「地域密着型通所介護」について、以下のⅠまたはⅡのどちらかの方法で算出してください。 

Ⅰ：「通所介護」「地域密着型通所介護」のそれぞれについて最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居

宅サービス計画の数の占める割合を計算 

Ⅱ：「通所介護」「地域密着型通所介護」のいずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、

「通所介護」「地域密着型通所介護」について最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス

計画の数の占める割合を計算 

 

３．判定期間、減算適用期間及び提出期限について 

 判定期間 減算適用期間 提出期限 

前期 3月 1日～8月末日 10月 1日～3月 31日 9月 15日 

後期 9月 1日～2月末日 4月 1日～9月 30日 3月 15日 

※提出期限が土日祝日の場合は、前開庁日となります。 

※提出期限を超えないようご注意ください。 

 

４．提出書類（８０％を超える場合のみ提出要、郵送可） 

８０％を超える正当な理由の①、②、③に該当する場合 

提出書類 留意事項 

□居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

（別紙様式 1） 

□返信用封筒（返信に必要な切手貼付、宛名記入） 

 

 

８０％を超える正当な理由の④に該当する場合 

提出書類 留意事項 

□居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

（別紙様式 1） 

□８０％を超える正当な理由の範囲（別紙様式 2） 

□返信用封筒（返信に必要な切手貼付、宛名記入） 

 

 

８０％を超える正当な理由の⑤に該当する場合 

提出書類 留意事項 

□居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

（別紙様式 1） 

 

□８０％を超える正当な理由の⑤及び⑥の計算シート 

（別紙様式 3） 

□地域ケア会議等で意見及び助言を受けたことがわかる書類 

□介護サービス事業所を選択した理由書の写し 

□返信用封筒（返信に必要な切手貼付、宛名記入） 

◆利用者や家族の希望のみによる事例は、正当な理由とは認め

られませんのでご注意ください。 
 

◆地域ケア会議等とは、地域ケア会議及び地域包括支援センタ

ーが実施する事例検討会等を想定していますので、実施主体は

原則地域包括支援センターであることが前提です。地域包括支

援センター以外が開催する会議の場合、上記会議に準ずると判

断できれば地域ケア会議等に該当すると考えます。 

なお、サービス担当者会議や退院時カンファレンスは該当し

ませんのでご注意ください。 

地域ケア会議等に該当するかご不明の場合は、事前に当課へ

ご確認ください。 
 

◆地域ケア会議等で意見及び助言を受けたことがわかる書類

は、その会議における議事録等を想定しています。議事録には、 

①参加者の所属と氏名 

②利用者の状況 

③会議に提出した居宅サービス計画の支援内容について受け

た意見・助言等を記載してください。 
 

◆地域ケア会議等は地域包括支援センターが開催の必要性を

判断し決定することから、会議の開催を依頼しても行われると

は限りません。 

 

◆提出された書類及び内容で判定を行います。市から内容の確

認や書類の差し替え依頼等は行いませんのでご注意ください。 
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８０％を超える正当な理由の⑥に該当する場合 

提出書類 留意事項 

□居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

（別紙様式 1） 

□８０％を超える正当な理由の範囲（別紙様式 2） 

□８０％を超える正当な理由の⑤及び⑥の計算シート 

（別紙様式 3） 

□返信用封筒（返信に必要な切手貼付、宛名記入） 

◆事業所を選択する際、利用者や家族の希望のみによる事例

は、正当な理由とは認められませんのでご注意ください。 

 

◆地域包括支援センターに内容の確認を行う場合があります。 

 

◆別紙様式２の理由の記載にあたっては、以下の内容を全て具

体的かつ詳細に記載してください。 

＜支援が困難な要援護者を適切なサービスにつなげるため地

域包括支援センターから依頼された事例の場合＞ 

① 利用者氏名及び被保険者番号 

② 利用者の状況 

・心身の状況、生活状況、まわりの環境、家族の支援等 

③当該居宅介護支援事業所でなければならない事情 

④当該サービス事業所でなければならない事情 

⑤担当地域包括支援センター及び担当者名 

⑥地域包括支援センターから依頼があった日付 

＜災害などで受け入れ事業所が限られていた場合＞ 

①利用者の状況 

②紹介率最高法人の事業所で受け入れることになった経緯 

 

◆提出された書類及び内容で判定を行います。市から内容の確

認や書類の差し替え依頼等は行いませんのでご注意ください。 

 

◆過去の提出で正当な理由があると判定された事例であって

も、認定有効期間が変わる際のアセスメント等で状態の変化が

あった場合は、認められなくなる場合があります。 

 

 

８０％を超える正当な理由がない場合 

提出書類 留意事項 

□居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート

（別紙様式 1） 

□介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（様式-算定体

制） 

□介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（居宅介護支援） 

□返信用封筒（返信に必要な切手貼付、宛名記入） 

◆介護給付費算定に係る体制等状況一覧表には、「特定事業所

集中減算」の適用を「あり」にしてください。 

 

 

５．注意点（必ずお読みください） 

○「地域ケア会議等で意見及び助言を受けたことがわかる書類」や「別紙様式 2」の理由⑥については、提

出された書類及び内容で判定を行います。書類の提出時期にかかわらず、市から内容の確認や書類の差し

替え依頼等は行いませんので、提出する内容はできる限り具体的かつ詳細に記載してください。 

○書類の作成等について事前の相談をご希望の場合は予約のうえご来庁ください。 

○すべての居宅介護支援事業所は「居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート（別紙様式 1）」

を作成し、算定の結果、８０％を超えた場合については豊中市長へ提出してください。なお、８０％を超

えなかった場合であっても、各事業所で 2年間保存しなければなりませんので、ご注意ください。 

○前期・後期それぞれの減算適用期間は６か月のため、「減算あり」に続く次の判定期間で「減算なし」にな

った場合は、改めて介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で「減算なし」の届出が必要となりますので

ご注意ください。 

○特定事業所集中減算の適用を受けている期間については、特定事業所加算を算定することができません。

減算期間が終了し特定事業所加算の算定を開始する場合は、改めて届出が必要です。提出日や提出書類等

については、変更届の手引きをご確認ください。 
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○特定事業所集中減算の適用を受けたとしても、みなし 2号の利用者には減算が適用されません。請求方法

等についてご不明な場合は、福祉事務所にお問い合わせください。（電話：06-6842-3577） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ・提出先】 

豊中市福祉部長寿社会政策課事業所指定係 

〒561-8501  

豊中市中桜塚３丁目１番１号 第二庁舎 3階 

T E L：０６－６８５８－２８６８ 

F A X：０６－６８５８－３１４６ 


